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【国の状況】 

 内閣府が先日公表した１０月の月例経済報告によると，我が国経済の基調判

断は，「先行きについては，当面，弱さが残るものの，雇用・所得環境の改善が

続くなかで，各種政策の効果もあって，緩やかな回復が続くことが期待される。

ただし，通商問題をめぐる緊張，中国経済の先行き，英国のＥＵ離脱の行方等

の海外経済の動向や金融資本市場の変動の影響に加え，消費税率引上げ後の消

費者マインドの動向に留意する必要がある。また，令和元年台風 19号など相次

ぐ自然災害の経済に与える影響に十分留意する必要がある。」とされている。 

政府は，東日本大震災からの復興・創生及び平成２８年熊本地震からの復旧・

復興に向けて取り組むとともに，デフレからの脱却を確実なものとし，経済再

生と財政健全化の双方を同時に実現し，「経済財政運営と改革の基本方針 2019」，

「成長戦略実行計画」等に基づき，潜在成長率の引き上げによる成長力の強化

に取り組むとともに，成長と分配の好循環の拡大を目指している。さらに，誰

もが活躍でき，安心して暮らせる社会づくりのため，全世代型社会保障を実現

する。また，消費税率引上げ後の経済動向を注視するとともに，引上げが経済

の回復基調に影響を及ぼさないよう，経済財政運営に万全を期すとしている。 

さらには，令和元年台風 19号など相次ぐ自然災害による被災者への生活支援

及び被災地の復旧・復興を迅速に進めるとしている。 



このような中，国においては，「経済財政運営と改革の基本方針 2019」を踏ま

え，「基本方針 2018」で示された「新経済・財政再生計画」の枠組みの下，手を

緩めることなく本格的な歳出改革に取り組むこととしている。 

 

【地方財政】 

地方財政については，「経済財政運営と改革の基本方針 2018」で示された「新

経済・財政再生計画」を踏まえ，地方の安定的な財政運営に必要となる一般財

源の総額について，令和元年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に

同水準を確保することとし，地方交付税の概算要求にあたっては，本来の役割

が発揮されるよう総額を確保するため１６．８兆円を要求するとともに，交付

税率の引き上げを事項要求するとしている。 

また，東日本大震災の復旧・復興事業等について，通常収支とは別枠で整理

し，地方の所要の事業費及び財源を確実に確保するとしている。 

 

【町の財政状況】 

本町においては，平成１０年度からの２２年間を計画期間とする『第４次利

根町総合振興計画』に基づき，「誰もが安心して豊かに生活できる元気なまち」

を目指し各種施策を展開実施してきた。また，「利根町集中改革プラン」や「利

根町行政改革大綱」に基づき徹底した行政改革も併せて推進してきたが，我が

国の社会経済状況における少子高齢化や人口減少の急速な進行による人口構成

の変化などにより，本町でも例外ではなく，急激な人口減少により，平成２９

年４月１日に過疎地域の指定を受けた。そのため，過疎地域の早期脱却に向け

て「利根町過疎地域自立促進計画」を策定し，事業に着手するとともに，「利根

町まち・ひと・しごと創生総合戦略」や「子ども・子育て支援計画」等による重

点施策をスタートさせている。 



こうした状況を踏まえ，平成３１年度（令和元年度）より１２年間の計画期

間による『第５次利根町総合振興計画』を策定し，新たに「ともに創ろう み

んなが住みたくなるまち とね」を将来像に掲げ，喫緊の課題である人口減少

の緩和を図るため，町内部の魅力とブランド力を高めることとした。 

平成３０年度一般会計決算では，歳入総額５５億６，７０３万円，歳出総額

５３億４，７６７万円となり，歳入から歳出を差し引いた形式収支は２億１，

９３６万円，形式収支から平成３１年度へ繰越す財源を差し引いた実質収支は

２億１，８８５万円となり，前年度より歳入は減額となる一方で歳出は増額と

なった。 

また，財政の硬直化を示す指標で，経常的に収入される一般財源収入が経常

的な経費にどれだけ充当されたかを示す経常収支比率は９３．６％と，前年度

より０．３ポイント上昇し，財政の硬直化がより進んでいる状況であり，単年

度の歳入をもっても歳出総額を賄うことができず，財政調整基金やその他特定

目的基金の取り崩しに頼らざるを得ない厳しい状況が続いている。 

 歳入においては，納税義務者や一人当たりの課税額の減少による個人町民税

の減収と，地価公示価格の下落により固定資産税が減収となることが予想され，

町税全体の減収が見込まれるため，予算編成においては，引き続き多額の財源

不足が生じることが必至である。 

歳出においては，引き続き定員管理の適正化により，人件費の抑制に努める

とともに，物件費を中心とした経常経費の削減に努めなければならない。 

一方，塵芥処理組合などの一部事務組合への負担金が多額であり，さらに高

齢者の増加や消費税率引き上げ後の社会保障制度改革により扶助費や後期高齢

者医療特別会計，介護保険特別会計，国民健康保険特別会計への繰出金が確実

に増加するものと見込まれている。 

 このように，少子高齢化や人口減少社会の急速な進展により，自主財源の大



宗をなす町税が減収し，一方で高齢化の進展による社会保障経費が増加すると

いう，構造的な収支不均衡が顕在化しており，今後も依然として厳しい財政状

況が続くものと想定される。 

 

【予算編成方針】 

このような厳しい財政状況の中でも限られた財源と人員を有効に活用し，情

報提供などによる町民の行政への関心や参加意識を高めるとともに，行政各分

野において町民の声に耳を傾け，スピード感をもって質の高い行政サービスを

提供できるよう，合わせて町民満足度の向上を図れるよう町政の展開に努める

ものとする。 

 このような状況を共有しながら，以下に掲げる方針を基本として予算編成に

あたられたい。 

 なお，予算編成の詳細については，財政課長通知による。 

 

１ 少子高齢化や人口減少の急速な進展など，社会情勢が大きく変化する中で，

健全な財政運営を堅持しつつ，「第５次利根町総合振興計画」に基づき，将来

像である「ともに創ろう みんなが住みたくなるまち とね」実現に向け，

町として更に自立し，持続的な発展が可能となるよう，地域特性や資源を最

大限に活かすとともに，各種課題に対して，町民と行政との協力や役割分担

による協働と連携の方策を探り，本計画に掲げる取組みが効果的に達成され

るよう重点的に取り組むこととする。 

２ 地方創生として，本町の急激な少子高齢化の進展に的確に対応するととも

に，将来にわたって活力ある地域を維持していくため，「利根町まち・ひと・

しごと創生総合戦略」に掲げる目標の達成に向け，全庁を挙げて各種施策の

着実な推進を図ること。 



３ 新利根町行財政改革行動計画（令和２年度～令和６年度）については現在，

策定段階であるが，すでに提示されている素案の内容を踏まえた上で，具体

的な施策に取り組むこと。 

４ 平成３０年度決算における不用額の分析に努め，歳入・歳出ともに決算ベ

ースを基本とした適正な予算編成に努めること。 

５ 厳しい財政状況を職員一人ひとりが認識するとともに，知識や経験を最大

限発揮し，各課長のリーダーシップのもと，これまで以上に全事業について，

徹底した経常経費の削減と適切な事業の見直しを図ること。 


